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欧州における地理的表示保護制度

１．序　論

商品の地理的原産地表示（以下総称として「地理的表示」）は、欧州連合（以下「EU」）規則
が数年前に改正され、日本でも2014年に「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」が制定
されるなど比較的動きがみられる分野である。また、近年は、伝統的知識に関連する資源の保護
に役立つとして、新興国でも注目されていると言われる１。しかし、保護制度の設立・運用にあ
たっては、相反する様々な利益の調整という悩ましい問題が潜在する２。

地理的表示は記述的または一般名称と捉えられる場合が多く、排他的権利になじまない側面が
ある３。そのため、地理的表示のみから構成される標章は、商標登録を拒絶される場合が多い。
例えば、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定（「TRIPS協定」）４、共同体商標規則５、お
よび日本の商標法６も登録不可事由と定める。
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しかし、地理的表示は、広く一般に使用されればされるほど、当該地域を原産とする商品を差
別化するブランド力を取得することが可能である７。地理的表示の保護の推進によって、農業分
野における経済効果が見込まれさらには地方経済や小規模農家も活性化するという報告などもあ
り、欧州委員会も農産品に競争力を付加するものと捉えている８。従って、かかる表示を保護
し、独占的使用を許す仕組み、およびブランド力が強化された地理的表示へのただ乗りの防止措
置も必要となってくる。

また、地理的表示を無制約に許すと、商品の原産地に関して消費者の誤認を招く恐れがある。
原産地と商品の品質・特徴が強い関連性を有する場合はなおさら、消費者保護を目的とした表示
規制が必要となり得る。

欧州には農産品および食品の原産地の表記を法的に保護する長い歴史があり９、国際条約、二
国間協定、国内法による制度とは別に、上記の一般名称としての利用、独占権付与および消費者
保護といった要請を調整しつつ地理的表示を保護、管理する、欧州連合（以下「EU」）独自の枠
組みを実施している。

以下に、まず国際レベルおよびEU規則の基本を概観し、今後の展開にも触れる10。なお、英
語を原文とする法規則類の日本語訳は、原則として、特許庁ホームページ掲載の訳に基づく。ま
た、EU規則類の名称は、可能な限り略記とした。
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